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挨  拶 
  
 日頃、本県教育行政施策や諸事業の推進に当たり、格別の御理解、御協力をいただ

き心から感謝申し上げます。 
 さて、我が国は、激甚化・頻発化する自然災害のリスクや、登下校中の事件・事故、

不審者による犯罪など、子供の安全を脅かす様々な危険が顕在化しております。 
 自然災害については、令和６年１月１日に能登半島地震が発生し、建物の倒壊や津

波の被害などで死者は 470 人以上となりました。また、８月には「南海トラフ地震臨

時情報」が発表されたことは記憶に新しいところです。さらに、阪神・淡路大震災か

ら 30 年の月日が流れました。過去の記憶を風化させることなく、今後発生が懸念さ

れる大規模災害に備え、実践的な防災教育を進めていく必要があります。 
 交通安全については、一昨年度の道路交通法の改正により、自転車乗車中のヘルメ

ット着用が努力義務となりました。埼玉県の着用率は向上しているものの、依然低い

状態が続いております。警察の統計によると、自転車乗車中の交通事故は、高校生の

割合が高いことがわかっております。生徒のかけがえのない命を守るためにも、より

ヘルメットの着用について普及啓発していく必要があります。 
 生活安全については、県内において不審者による登下校中の声掛け事案や、校地内

侵入等の事案が発生しております。児童生徒が安心して学校生活を送ることができる

よう、今年度本県が新たに策定した「第４期埼玉県教育振興基本計画」では、令和 10
年度までに「警察等と連携した防犯研修・防犯教育を実施している学校の割合」を

100％にすることを目指しております。 
 このような中、本県では文部科学省「学校安全総合支援事業」を受託し、生活安全、

交通安全、災害安全の３つの領域について、安全教育の推進に取り組んでまいりまし

た。 
 本年度は「モデル地域」を戸田市、鶴ヶ島市、吉川市に委託し、それぞれの学校や

地域の実情に応じて学校安全の充実・発展に資する実践にお取り組みいただきました。

実践にあたり、埼玉県学校安全アドバイザーの皆様に御指導をいただき、モデル地域

の３市はもとより、県内各学校での安全教育の一層の推進につなげることができまし

た。 
 一方、県立学校の生徒に対しては、防災教育として「高校生災害ボランティア育成

講習会」を開催し、災害時における学校や地域に対する支援者としての自覚や、安全

で安心な社会づくりに貢献する態度の育成に取り組みました。 
 交通安全教育では、県立浦和東高等学校、県立深谷商業高等学校、県立幸手桜高等

学校の３校を「自転車ヘルメット着用推進校」に指定し、生徒や地域の交通状況の実

態に応じた実践にお取り組みいただきました。 
 本事業の推進に当たりまして、学校安全アドバイザー及び県推進委員の皆様、そし

て、モデル地域の戸田市、鶴ヶ島市、吉川市の各教育委員会及び拠点校、自転車ヘル

メット着用推進校、関係の皆様に改めて感謝申し上げますとともに、埼玉県の学校安

全に関する取組がさらに充実・発展することを期待し挨拶といたします。 
 

 令和７年３月  県教育局県立学校部保健体育課長 荻原 篤大  
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令和６年度 学校安全総合支援事業報告 

戸田市の取組 

                    戸田市教育委員会 

                     戸田市立美笹中学校 

                     戸田市内小・中学校 

 

１ 戸田市の概要 

戸田市は埼玉県南東部に位置し、荒川を境に東京都に隣接しているため、都心へ

のアクセスもよい。緑や公園の数は都市部の市では県内トップクラス、住みよさラ

ンキングでも上位に入り、県内一若い街である。 

また、１９６４年に開催された東京オリンピックでボート競技が行われ、日本で

唯一のボート競技専用コースがあり、各団体のボート練習場として、また、市民の

憩いの場として親しまれている。 

市内には市立小学校１２校、市立中学校６校があり、各学校の代表からなる安全

教育部会を設置している。 

本市では平成１４年度に「子どもの安全を守る日推進委員会」を設置し、毎年６

月８日を「子どもの安全を守る日」に設定。学校・家庭・地域が一体となって子ど

もの安全を守るための取組を継続して実施してきた。 

 しかし、令和４年３月、本市の中学校に不審者が侵入し、教師が切りつけられる

という事件が発生。その後、該当校だけではなく市内小・中学校の不審者侵入防止

マニュアルの見直し、警備員の配置、職員玄関のオートロック化などの取組を進め

てきた。 

本事業を進めることでさらに、各学校が改めて学校安全について見つめ直すとと

もに、児童生徒や教職員が安心・安全に働ける環境づくりのために、高い安全管理

意識を教職員一人ひとりが持つことができると考えている。 

  

２ 戸田市の取組について 

 （１）目的 

教職員一人ひとりが学校安全・危機管理に関しての重要性を見直し、高い安全

意識を持ち続け、児童生徒や教職員が、安心・安全に学び、働ける環境を構築す

る。 

 

 （２）組織 

  戸田市教育委員会指導主事 戸田市安全教育研究部長・副部長・部員  

  モデル校１２校のうち拠点校４校 

  外部アドバイザー（園田学園女子大学 准教授 山崎 雅史 氏） 

 

（３）実践・取組 

   ア 実践委員会の実施（４月、８月、１２月実施） 

     各学校の安全主任で組織する安全研究部会を今年度は実践委員会として

設置した。 

戸田ヶ原自然再生キャラクター 

<とだみちゃん> 
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本事業での取組として 

  ・セーフティープロモーションスクールの視察から学んだことを情報共有

した。 

     ・不審者対応訓練の在り方や不審者対応に関する授業づくりを各学校へ広

めていくことを意識しながら研究を進めた。 

 

   イ 子どもの安全を守る日（６月８日） 

     ６月８日を「子どもの安全を守る日」として 

各学校で幟旗を掲揚した。 

     また、学校だより、Facebook などをとおして 

児童生徒・保護者・地域に周知することで 

学校、保護者、地域が一体となって子供を 

守ることの重要性を確認できるようにした。 

 

   ウ 不審者対応訓練の実施 

     各学校において、不審者対応訓練の実施を行った。 

訓練の内容は学校の実態、児童生徒の実態に合わせたものとなった。 

 

 

 

 

 

 

   エ 先進校視察（１０月２日） 

     セーフティープロモーションスクールである大阪大学附属池田小学校へ

安全部部長、副部長、拠点校４校の教職員、担当指導主事の７名で視察に

行き、不審者対応について学ぶ機会を得た。 

短期的な取組、中期的な取組といった視点から市内各学校 

に情報共有を行った。 

 

 

 

 

 

     

 

オ 授業研究会の開催・情報の共有化（１２月１８日） 

     拠点校である美笹中学校において、園田学園女子大学 山崎雅史准教授を

指導者にお迎えし、「不審者にあってしまったら、どう行動すればよいの

か」を考え、自ら判断し、身を守ることができる児童生徒の育成を目指し

た。 
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     本授業を行うにあたり、オンラインで打合せを行い、小学校低学年、小学

校特別支援学級、中学校特別支援学級で先行授業を実施した。 

協議会では、「児童生徒が“自分事”として防犯意識を高められる授業デ    

ザインとは」を柱として、防犯への理解を深め、主体的に防犯について考 

える授業づくりについて協議をした。 

 

 

 

 

     

 

  

  カ 市内全校で授業実施 

                         先行授業や授業研究会でいただいた御指導を受け、 

各学校で実践委員が中心となって授業を実施した。

児童生徒の実態を見ながら授業づくりを行ったこと

で、「安全な場所・危険な場所の認識・未然防止のた

めの行動や備え」について、児童生徒自らが考えるき

っかけとなった。 

 

  キ 安全マニュアルの見直し 

    不審者に対応するために職員玄関のオートロック化を進めているが、それを

踏まえた「三段階のチェック体制」を再度確認した上で各学校において作成

している安全マニュアルを見直したことで「危機管理意識」を高めることが

できた。 

 

３ 成果と課題について 

（１）成果 

  ・外部アドバイザーを講師として招聘した不審者対応に関する研究授業や先進校

の視察を通じて、教職員の危機管理意識を高め、学校の安全教育をより一層推

進することができた。 

  ・各学校で不審者対応訓練を実施したり、授業を行ったりと実践的に学ぶことで

児童生徒の防犯意識向上の一助とすることができた。 

  ・実践委員会で各学校の現状や取組を情報交換する機会を設けたことで、今まで

なかった横のつながりの中で安全教育について考えを深めることができた。 

   

（２）課題 

  ・「授業を通しての学び」と「安全行動の日常化」を両輪として安全教育を進めて

いくことができるように、今後も安全部会を中心に取組を進めていく。 

・「教師の安全意識」と「児童の安全意識」だけでなく、「保護者・地域の安全意

識」の向上のため、今後は家庭や地域と連携をしながらの取組を推進していく

必要がある。 
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令和６年度 学校安全総合支援事業報告 

鶴ヶ島市の取組 

                      鶴ヶ島市教育委員会 

                     鶴ヶ島市立藤小学校 

                     鶴ヶ島市立藤中学校 

 

１ 鶴ヶ島市の概要 

鶴ヶ島市の人口は約７万人、小中学生は約４５００人である。埼玉県のほぼ中央

に位置し、高速道路においては、圏央道と関越道が市内で交わり、２つのインター

チェンジを持つなど首都圏の重要な交通の要衝となっている。また、江戸時代から

継承されてきた伝統行事として、４年に一度行われる「脚折雨乞」が有名である。 

鶴ヶ島市の安全面の特徴は、山や大きな河川がなく、災害リスクが少ないところ

である。また、「液状化マップ」においても市内全域の危険度は極めて低く、洪水浸

水想定区域もごく一部である。 

市内には、小学校８校、中学校５校あり、全ての学校にＡＥＤを校舎内に１つ、

校舎外に１つ設置している。また、全ての学校に災害用蓄電池や防犯カメラを設置

している。避難所になる体育館の空調整備も進んでおり、令和６年度末には全ての

中学校で整備完了の予定となっている。 

 

２ 鶴ヶ島市の取組について 

 （１）目的 

ア 教職員及び児童・生徒の防災意識を高め、主体的に行動できる態度を養う。 

   イ 実践的・実効的な訓練を通して、教職員の防災教育における指導力向上を

図る。 

ウ 小・中連携による学校安全推進体制を構築する。 

（２）組織 

埼玉県学校安全アドバイザー、鶴ヶ島市教育委員会、モデル校 

（３）実践・取組 

ア モデル校（鶴ヶ島市立藤小学校）における防災訓練 

（ア）８月２６日 講義・演習  対象：モデル校教職員 

埼玉県学校安全アドバイザーである慶應義塾大学大木聖子准教授を指

導者に迎え、より実践的・実効的な防災訓練について講義・演習を実施し

た。講義では、過去の地震災害で必ず大きな余震が伴うことや高確率で停

電になること、阪神淡路大震災以降、倒壊した日本の学校は一棟もないこ

となど、実際に起きていることに基づいて訓練を行うことの重要性につい

て指導をいただいた。 

そこで、これまで行ってきた「発災時はどんな時も校庭へ避難すること」

を見直して教室内で待機し、その際に、校舎内での情報共有を円滑に行え

るように工夫して実施することとした。 

 

 

鶴ヶ島市イメージキャラクター 

つるゴン 
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（イ）１１月１５日 防災訓練（封筒訓練） 対象：モデル校教職員 

参観：市内教職員、市危機管理課職員 

８月２６日の講義・演習で見えた課題を解決し、教職員の防災教育におけ

る指導力向上を図るため、慶應義塾大学 大木准教授が提唱する新しい形の

防災訓練（封筒訓練）を実施した。 

課題解決のために工夫したことは、発災時に、教職員間の連携手段はトラ

ンシーバーが有効であると考えたことである。活用した結果、校舎内で起こ

っていることの把握はしやすいが、優先度の低い情報まで入ってしまうため、

必要な支援の判断に時間がかかるという課題を発見することができた。 

他に工夫したことは、傷病者の運搬では、階段

の移動中や余震が起こった際の安全のため３、

４人で運搬することが望ましいと考えたことで

ある。これについては、安全に運ぶことができる

が、教室内にいる大勢の児童に対応する教職員

が不足することが分かった。 

本部では、集まった情報を把握するため、ホワ

イトボードや校舎図、ふせんを活用した。校舎図

により傷病者の位置が一目で分かること、ふせ

んにより傷病者の運搬や状況の変化にスムーズ

に対応できることなど、効果的な工夫であった。 

訓練後は、防災訓練の目的や実践方法等につ

いて、元埼玉県学校安全アドバイザーである川

越市立砂中学校 墨谷悦史教頭による講義を実

施した。 

（ウ）１２月１０日 防災訓練（実動訓練） 対象：モデル校教職員・児童 

参観：市内教職員、市内ＰＴＡ会長、市内学校運営協議会委員 

埼玉県学校安全アドバイザーである慶應義塾

大学 大木聖子准教授を指導者に迎え、児童がい

る状態での新しい防災訓練（実動訓練）を実施し

た。繰り返される余震や傷病者が増えていく様

子、先生方の真剣な表情・動きから、児童・教職

員ともに緊迫感のある訓練となった。 

前回の訓練から見えた課題の一つであるトラ

ンシーバーの活用方法については、「誰が」「何

を」情報共有するかの流れを統一し、必要最低限 

の情報を本部へ報告することで改善することができた。 

研修後の協議では、情報共有の際の指示系統・情報統制の重要性や傷病者

の見極めのための共通理解の必要性など、活発な意見交換が行われた。 

 

イ モデル校（鶴ヶ島市立藤中学校）における防災訓練  

（ア）１１月２９日 防災訓練（停電訓練） 対象：モデル校教職員・生徒 

参加：市内教職員 

（傷病者の運搬） 

 

（本部の様子） 

（傷病者の発見） 
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１１月２９日１６時過ぎ、発災から停電が起こ

ったことを想定した防災訓練を実施した。暗くな

る校舎内においては、廊下や階段の足元を照らし

安全確保をすることが効果的と考え、ライトを活

用して実践した。その結果、安全に落ち着いて校舎

内を移動することが可能となり二次災害を防ぐこ

とができた。また、停電時の明かりは、生徒の不安

感の解消にも効果的だった。 

さらに、停電により放送機器が使えないことを想定し、全生徒の安全確認が

終了した後、校長が各階の教室が見える校舎外へ移動し、拡声器を使った一斉

指導・避難誘導を行った。 

 

ウ 小・中連携による防災訓練 

（ア）１１月２１日 引き渡し訓練 対象：モデル校教職員・児童・生徒 

藤小学校と藤中学校において、初めての合同引き渡し訓練を実施した。引き

渡し方法は、「教室内待機」による引き渡しとした。小・中学校にこどもがいる 

保護者は、まず、体力のある中学生を先に迎えに行

き、その後、引き取った中学生ととともに小学生の

弟・妹を迎えに行く流れにした。校舎内の一方通行

の誘導や靴のまま校舎内に入るなど、より実践的・

実効的な訓練にするために様々な工夫を取り入れて

実施することができた。 

 

３ 成果と課題について 

（１）成果 

ア モデル校における成果 

教職員の防災意識が大きく変化した。訓練の目的は「うまくやることではな

く、課題を見つけ改善策を考えていくこと」と捉え、教職員が、本気で訓練に

挑む姿が見られた。また、本事業を通して、実践的・実効的な訓練へ移行する

ことができた。さらに、地震は同時刻に起こることを考え、小・中合同の引き

渡し訓練を実施することができたことは、小・中連携の推進にもつながった。 

  イ 市内全校における成果 

モデル校の訓練には、市危機管理課、市内各学校のＰＴＡ会長と学校運営協

議会委員、１校につき５名の教職員が参観した。その結果、一度に市内全校の

教職員及び学校関係者に防災訓練の考え方を伝えることができ、防災意識の向

上につながった。また、本事業を通して学んだことを生かし、防災に係る判断

基準や対応を市内で統一した危機管理マニュアルの作成を行うことができた。 

（２）課題（次年度の取組） 

今年度のモデル校の取組が市内全校で実践できるよう、市教育委員会として

各学校を支援していきたいと考えている。また、発災時に、学校と家庭が共通

理解・共通行動をとることができるよう、通知文の作成や学校の取組の周知を

検討していきたい。 

（足元の照明確保） 

 

（中学校での引き渡しの様子） 
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自転車ヘルメット着用推進校実施報告書 
 

学校名 埼玉県立浦和東高等学校 

生徒数及び 
職員数 

 生徒数 ９２６ 人（男子４１７人 女子５０９人） 
 職員数  ７５ 人 

取組の概要 

１ 交通安全にかかわる学校の概要 
  本校周辺には、東北自動車道と平行し、交通量が多い 122 号線が隣接し 

ているなど、危険個所が点在している。公共交通機関の便も悪く、全校生 

徒の 87％が自転車を利用している。また、近くには、私立高校もあり、朝 

の登校時間帯は、両校生徒の自転車が入り混じり、常に交通事故の危険性 

を感じつつ、日頃から自転車での交通ルールやマナー指導を行っている。 

  今年度の自転車乗車中での車との接触等、届け出のあった事故件数は13 

件と、幸い重大事故にはなっていないが多発している。雨天時でのスリッ

プ等の自損事故等軽微な事故も含めると 30 件近くになると思われる。 

本校のヘルメット着用率は、７月の段階で 3.3％、現在は 9.6％と多少

増加傾向ではあるが、まだ低い状況である。 

 
２ 交通安全に関する取組・実践 
（１）昨年度までの取組 

   ア 生徒指導部でヘルメットを 30 個購入、 

生徒に対しレンタルを開始 

   イ 生徒会から全校集会を利用し、全校生徒への呼びかけ 

   ウ「埼玉スタジアムクリテリウム 2023」での啓発活動 

    ・県警察、保健体育課と連携しブースによる啓発活動 

    ・プロサイクルロードレースチーム（さいたま那須サンブレイブ） 

とのコラボによるステージ発表 

    ・生徒会を中心とした啓発動画作成（ステージ発表使用） 

 （２）「自転車ヘルメット着用推進校」としての取組 

   ア 教職員に積極的にヘルメットを着用するよう周知 

→教職員着用率 100％ 

   イ 貸与ヘルメット 40 個の効果的な利用 

     ・有志部活動で着用、啓発活動に協力 

     ・引き続き生徒に対し、レンタル実施 

   ウ「スケアード・ストレート教育技法」の実施 

     ・「自転車ヘルメット着用推進校」の取組として、テレビ埼玉取材 

（「いまドキッ！埼玉」教育情報番組）→1/25 放映   

   エ 引き続き、生徒会から全校生徒への呼びかけ 

   オ 来年度から、「生徒心得」にヘルメット着用の明記を検討 

 
３ 成果と課題 
  「自転車ヘルメット着用推進校」としての取組を通し、ヘルメット着用 

の必要性及び有効性についての意識は向上している。しかしながら、周り 
が着用していないなどの理由で着用を躊躇している生徒も少なくない。今 
後は、学校全体で、着用することに対し抵抗がない環境づくりに向け、保 
護者及び県警察等関係機関と連携した取組が不可欠と考える。 
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自転車ヘルメット着用推進校実施報告書 
 

学校名 埼玉県立深谷商業高等学校 

生徒数及び 
職員数 

 生徒数 ８１２人 
 職員数  ８０人 

取組の概要 

１ 交通安全にかかわる学校の概要 
  本校は国道１７号の交差点に面しており、交通量が大変多く登下校には
注意を要する。生徒の通学方法について、自宅から学校まで自転車を利用
する生徒の割合は５４．７％、駅から学校まで自転車を利用する生徒は、
２１．７％であり、６２０名の生徒が通学時に自転車を用いており、バイ
ク通学者は２名である。登下校中の交通事故数は令和５年度が１５件、令
和６年度は１８件と増加傾向にある。また、自転車ヘルメット着用率は、
令和５年度３．７％であったが、普及促進の結果、令和６年度は１０．２
％まで向上した。 

２ 交通安全に関する取組・実践 
（１）本校独自で実施している取組 

   ア 校門での登校指導（毎月初め） 

   イ 交通安全講話（６月） 

   ウ 自転車点検（５月、１１月） 

   エ ＰＴＡとの合同交通安全指導（５月、１１月） 

   オ 深谷警察署と連携した交通安全指導（７月） 

 （２）推進校・地域と連携した取組 

   ア 埼玉県高校１年生自転車安全運転講習会 

     実施日 ４月１８日 

     内 容 危険予測学習、ヘルメット着用の重要性について 

   イ 自転車盗難被害防止モデル校（深谷警察署） 

     実施日 ５月３０日 

     内 容 盗難防止のための自転車鍵の配布 

   ウ スケアード・ストレイト教育技法による自転車交通安全教育 

     実施日 １０月１日（火） 

     内 容 模擬交通事故の実演をとおして、交通事故の恐ろしさと 

危険さを視覚的に理解 

 

 

 

 

   エ 高校生の自転車安全運転推進講習会参加者による伝達講習会 

     実施日 １０月１日（火） 

     内 容 スケアード・ストレイト教育技法の実演の後、自転車安 

全運転推進講習会参加生徒による伝達講習会を実施 

３ 成果と課題 
  地域連携を含めた本校独自の取組に併せて、学校安全総合支援事業の支 

援により、生徒の交通安全に対する意識の向上と教職員の交通安全指導に 
対する機運の醸成をこれまで以上に図ることができた。今後は自転車ヘル 
メットの更なる普及と、生徒の交通事故件数ゼロが継続した課題である。 
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高校生の自転車安全運転推進講習会（県内各地区） 
 
■事業の目的 
 
 
 
 
※ 令和２年度から４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小 
（各校代表生徒１名）して実施していたが、令和５年度から本来の規模（各校代表 
生徒２名まで）に戻して実施した。 

 
■各地区開催日、会場、参加者 

開催日 地区 会場 参加者 
令和６年７月２６日(金) 北東・北西部 総合教育センター 生徒９６名 教員４７名 
令和６年７月２９日(月) 南東部 東武こしがや自動車教習所 生徒６３名  教員３９名 
令和６年８月２６日(月) 南西部 セイコーモータースクール 生徒９５名 教員５２名 

            ※参加者数合計 生徒２５４名 教職員１３８名 計３９２名 
 
■講習内容 
○スケアード・ストレイト教育技法による自転車安全教育 
   
 
  
 
  
 
 
 
○埼玉県警察本部交通総務課による講義 
 ・埼玉県の高校生の自転車交通事故の現状について 
 ・道路交通法の改正について 
・自転車乗用車ヘルメットの着用について 

○県民生活部防犯・交通安全課による講義 
 ・自転車安全利用新五則について 
○東京海上日動火災保険株式会社（県の包括的連携企業） 
 ・加害事故責任と賠償保険について 
○教育局保健体育課による資料・情報提供 
 ・自転車乗車時の心構えや安全点検のポイントについて 
 ・自校における伝達講習実施の方法について 

 高校生の自転車交通事故防止を推進するため、推進講習を受講した高校生が中心と

なり、自校生徒に対して自転車安全運転推進に関する取組を実施することにより、高

校生の交通安全意識の向上を図る。 

〈スタントマンによる交通事故再現の見学〉 

〈講義の様子〉 

〈特定小型原動機付自転車の試乗体験〉 

-24-



 
 

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  

  

-25-



 

 
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 

  
   

  
  

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
 

  
 

  
 

-26-



  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  

  
  

 
  

  
  

   
  

 

  
  

  

 

 
 

-27-



 

  
  

  
 

  
 

 

  

 

 
 

-28-



  
  

ht
tp

s:
//

ww
w.

yo
ut

ub
e.

co
m

/w
at

ch
?v

=L
uN

7E
k1

2e
1g

-29-



   
 

  
  

  
  

  
  

  
  

-30-



      
 

 
    

        

-31-



 
   

 

  
 

 

        

-32-



 

 
  

  
 

   

  
  

  
  

  
  

-33-



  
  

  
  

 
 

 
 

-34-



埼玉県立大学非常勤講師兼日本女子大学非常勤講師 髙橋　宏至

慶應義塾大学環境情報学部地震災害研究室准教授 大木　聖子

県警察本部交通部交通総務課課長補佐 芝間　裕史

県警察本部生活安全部生活安全総務課課長補佐 弘田　耕平

気象庁熊谷地方気象台調査官 山城　幸浩

気象庁熊谷地方気象台地震津波防災官 山下　芳晴

気象庁熊谷地方気象台気象情報官 入福　敏行

公益財団法人埼玉県消防協会次長 木村　昌明

気象庁熊谷地方気象台次長 渡辺　記秀

県教育局県立学校部保健体育課長 荻原　篤大

埼玉県安全教育研究協議会会長（八潮市立八潮中学校長） 土谷　昌秋

埼玉県高等学校安全教育研究会会長（県立熊谷商業高等学校長） 竹越　利之

県教育局南部教育事務所教育支援担当指導主事 熊田　大樹

県教育局西部教育事務所教育支援担当指導主事 伊藤　将瑛

県教育局北部教育事務所教育支援担当指導主事 小林　　良

県教育局北部教育事務所秩父支所教育支援担当指導主事 横山　祐樹

県教育局東部教育事務所教育支援担当指導主事 堀江亨一郎

戸田市教育委員会主幹兼主任指導主事 水沼　美和

鶴ヶ島市教育委員会指導主事 梅舘　雅敏

吉川市教育委員会副主幹 楠　聖次郎

県立浦和東高等学校長 遠井　  学

県立深谷商業高等学校長 新井　秀明

県立幸手桜高等学校長 矢島　　誠

県危機管理防災部危機管理課普及啓発担当主幹 山﨑　　修

【事務局】

県教育局県立学校部保健体育課教育指導幹 大松　武晴

県教育局県立学校部保健体育課健康教育・学校安全担当主任指導主事 薬師寺將二

県教育局県立学校部保健体育課健康教育・学校安全担当指導主事 阿久津広真

県教育局県立学校部保健体育課健康教育・学校安全担当指導主事 山田　　朗

県教育局県立学校部保健体育課健康教育・学校安全担当主事 金井　孝太

【アドバイザー】

【委員】

令和６年度「学校安全総合支援事業」埼玉県推進委員会委員及びアドバイザー等一覧
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埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」 


